
議案第７４号 
 
 
 

令和３年度中央市一般会計補正予算（第６号） 

 
 
 令和３年度中央市一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 

 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９０２，６６８千円を追加し、歳入歳出予 
 

算の総額を歳入歳出それぞれ１６，６４５，１４１千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 
 
第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 
 
（債務負担行為） 

 

第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をす 
 
ることができる事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

 
（地方債の補正） 

 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 
 











第２表 繰越明許費補正 

 

追 加 

 

 

第３表 債務負担行為 
 

 

款 項 事   業   名 
金 額 

（千円） 

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 職員管理費 2,310 

    財産総合管理費 3,139 

    行政事務電算化推進事業 5,294 

３ 民 生 費 ２ 児 童 福 祉 費 子育て支援総合拠点施設整備事業 12,400 

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費 田富玉穂大津線道路整備事業 136,480 

    市道 3169 号線歩道整備事業 27,300 

  ４ 都 市 計 画 費 中央市道玉穂中央通り線整備事業 440,996 

    都市公園建設事業 248,910 

10 教 育 費 ２ 小 学 校 費 玉穂南小学校施設整備事業 1,100 

合         計 877,929 

事    項 期  間 
限 度 額 

（千円） 

中央市広報紙印刷業務委託 令和４年度 11,466 

中央市子育て支援センター指定管理委託料 
令和４年度から 

令和８年度まで 
141,900 

中央市玉穂Ｂ＆Ｇ海洋センター指定管理委託料 
令和４年度から 

令和８年度まで 
40,400 

中央市学校給食センター調理・配送業務委託 
令和４年度から 

令和９年度まで 
646,800 

合         計 840,566 



第４表 地方債補正 

 
変 更 
 

起債の目的 

補     正     前 補     正     後 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方 法 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方 法 

公 共 事 業 等 債 85,000 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政府資金に

ついては、そ

の融資条件に

より、銀行そ

の他の場合に

は、その債権

者と協議する。 

ただし、財

政その他の都

合により、据

置期間及び償

還期間を短縮

し、若しくは、

繰上償還又は

低利に借換え

することがで

きる。 

183,900 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政府資金に

ついては、そ

の融資条件に

より、銀行そ

の他の場合に

は、その債権

者と協議する。 

ただし、財

政その他の都

合により、据

置期間及び償

還期間を短縮

し、若しくは、

繰上償還又は

低利に借換え

することがで

きる。 

地 方 道 路 等 

整 備 事 業 債 
203,900 59,400 

合併特例事業債 629,800 666,000 





議案第７５号 
 
 
 

令和３年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 
 
 令和３年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２，１２２千円を追加し、歳入歳出予算 
 

の総額を歳入歳出それぞれ３，２２５，４１４千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 













議案第７６号 
 
 
 

令和３年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 
 
 令和３年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８２千円を追加し、歳入歳出予算の総額 
 

を歳入歳出それぞれ３１３，４１８千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 













議案第７７号 
 
 
 

令和３年度中央市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 
 
 令和３年度中央市介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０，９５６千円を追加し、歳入歳出予算 
 

の総額を歳入歳出それぞれ２，２２３，０２４千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 













議案第７８号 

 

令和３年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和３年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和３年度中央市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 公共下水道事業収益  ７９６，８３６千円   ２，２２７千円  ７９９，０６３千円 

   第２項 営業外収益      ５１２，９４５千円   ２，２２７千円  ５１５，１７２千円 

 

支   出 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

 第１款 公共下水道事業費用  ７９６，８３６千円   ２，２２７千円  ７９９，０６３千円 

  第１項 営業費用      ６６８，３３４千円        ３千円  ６６８，３３７千円 

  第３項 特別損失       ２，４９５千円   ２，２２４千円    ４，７１９千円 

 
 （資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１１３，９５４千円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２２, ８４２千円、当年度分損益勘定留保資

金９１，１１２千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとお

り補正する。 

 

収   入 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的収入      ６９１，７７７千円    △５９４千円  ６９１，１８３千円 

  第２項 補 助 金     ２８５，０４７千円    △５９４千円  ２８４，４５３千円 

 

支   出 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的支出      ８０６，３１３千円  △１，１７６千円  ８０５，１３７千円 

  第１項 建設改良費     ２７０，８０２千円  △１，１７６千円  ２６９，６２６千円 



 （議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

職員給与費      ３１，５０２千円    △９１５千円   ３０，５８７千円 

 

 （他会計からの補助金の補正） 

第５条 予算第９条中「３７５，０５２千円」を「３７６，４４１千円」に改める。 


